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＜年金制度のしくみ＞
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＜高齢世帯と公的年金＞
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＜公的年金は減少する？＞
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＜企業年金・退職金とは＞

積立方法（準備のしかた） 支給方法（退職者の受け取り方）

会社の資産と
して積み立てる
（社内積立）

現預金、保険積立金などで保有
（Ｂ/Ｓ上の資産）

一時金

外部の制度に
積み立てる
（外部積立）

中退共 年金または一時金（選択が可能）

厚生年金基金 年金または一時金（選択が可能）

確定給付企業年金（ＤＢ） 年金または一時金（選択が可能）

確定拠出年金（ＤＣ） 年金または一時金（選択が可能）



＜企業年金の種類＞

タイプ 種類 概要

確定給付型 厚生年金基金 厚生年金基金を設立し、老齢厚生年金の一部を代行して給付するとともに、独自
の上乗せ給付を行う。単独型、連合型、総合型がある。

確定給付企業年金（規
約型ＤＢ）

年金規約に基づき企業が信託銀行・生命保険会社と契約を結ぶ。企業の外部で
年金資産を運用管理し、老齢厚生年金の上乗せ給付を行う。

確定給付企業年金（基
金型ＤＢ）

企業とは別法人格の基金を設立する。その基金が年金資産を運用管理し、老齢
厚生年金の上乗せ給付を行う。

確定拠出型 確定拠出年金
（企業型ＤＣ）

企業が従業員のために資産管理機関に掛金を拠出。従業員ごとに積立て、従業
員自らが運用指図を行い、老齢厚生年金の上乗せ給付を行う。

確定拠出年金
（個人型ＤＣ）

企業年金がない会社員や自営業者などが、国民年金基金連合会に掛金を拠出、
加入者自らが運用指図を行い、老齢厚生年金の上乗せ給付を行う。



＜企業年金・退職金の制度設計＞
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退職一時金

退職一時金＋中退共

ＤＢ（確定給付企業年金）

退職一時金＋ＤＣ

ＤＣ（確定拠出年金）

退職一時金＋ＤＢ＋ＤＣ



＜企業年金・退職金の支給水準＞
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１０～９９人 １００～２９９人 ３００～９９９人 １０００人以上

企業規模別退職給付（大学・院卒男性/単位：万円）

一時金のみ 企業年金のみ 一時金・企業年金併用

従業員数



＜退職給付と税金＞

受け取り方 税金

一時金 退職所得として分離課税 （支給額－退職所得控除）×１／２が課税対象。
退職所得控除は、勤続年数２０年までの部分は年数×４０万円、
２０年超の部分は年数×７０万円。

勤続３５年の場合、２０年×４０万円＋１５年×７０万円＝１８５０万
円が所得控除となる。

年金 雑所得として総合課税 支給額は公的年金支給額と合算。公的年金等控除を引いた金額
が雑所得として課税対象。
（６５歳以上の場合の課税所得の計算方法）

収入金額が１２０万円以下 非課税／～３３０万円未満 収入金額
×１００％－１２０万円／～４１０万円 収入金額×７５％－３７．５万
円／～７７０万円未満 収入金額×８５％－７８．５万円／７７０万円
以上 収入金額×９５％－１５５．５万円



＜企業年金がある会社は全体の１／４＞

従業員数 退職給付制度なし 退職一時金のみ 企業年金あり

３０人から９９人 ２８．０％ ５３．４％ １８．６％

１００人から２９９人 １８．０％ ４５．９％ ３６．１％

３００人から９９９人 １０．６％ ２８．２％ ６１．２％

１０００人以上 ６．４％ ２１．５％ ７２．１％

合計 ２４．５％ ４９．７％ ２５．８％



＜企業年金のある会社員は３人にひとり＞

平成２６年３月 平成２７年３月 平成２８年３月

厚生年金基金 ４０８万人 ３６３万人 ２７３万人

確定給付企業年金 ７８８万人 ７８２万人 未集計

確定拠出年金 ４６４万人 ５０５万人 ５４７万人

のべ人数 １６６０万人 １６５０万人 １６００万人程度



＜個人型確定拠出年金のしくみ＞

加入者の手続き 内容 関係する税金の優遇措置

掛金を積み立てる
（掛金拠出）

毎月一定の掛金を積み立てます。掛金は年１
回だけ変更が可能です。

掛金は全額所得控除
（小規模企業共済等掛金控除）

掛金を運用して
増やす
（運用）

プランごとに運用商品（預金、保険、投資信
託）が提示されています。加入者が商品を選
択します。商品は１％単位でいくつでも選択可
能です。商品購入割合の変更、購入済み商品
の変更は、いつでも何回でも可能です。

運用収益は非課税

積立てた資産には特別法人税がかかりますが、
凍結中。

掛金と運用収益の
合計金額を原資とし
て受給する
（受給）

（老齢給付金）

原則６０歳以降に、年金、一時金、年金と一時
金の併用で受給できます。
（障害給付金）

所定の障害状態になったとき、年金、一時金、
年金と一時金の併用で受給できます。
（死亡一時金）
死亡したときは、一時金で遺族が受給します。

（老齢給付金）
年金は公的年金等控除適用
一時金は退職所得控除適用
（障害給付金）
年金、一時金とも非課税
（死亡一時金）
他の退職手当金等と合算して相続税の対象。

ただし、非課税限度額（＝５００万円×法定相続
人の数）があります。



＜確定拠出年金は税制優遇制度＞

商品・制度 資金を出した時 利益が出た時（復興特別所得税含む）

預金 ― 利子に対し２０．３１５％課税

公社債・
投資信託

― 利金・分配金に対し２０．３１５％課税
譲渡益に対し２０．３１５％課税

年金保険 生命保険料控除
・所得税では保険料の４万円まで
・地方税では２．８万円まで

雑所得（＝総収入金額－必要経費）として総合課税

確定拠出年金制度 小規模企業共済等掛金控除
・掛金は全額所得控除
（ただし掛金限度額あり）

利子・分配金・譲渡益とも全て非課税

財形貯蓄制度 ― 年金財形・住宅財形は、元利合計５５０万円までの利子等は
非課税（保険型は元本３８５万円まで）
一般財形の利子等は２０．３１５％課税

ＮＩＳＡ ― 配当金・分配金・譲渡益が非課税



＜確定拠出年金に係る注意事項＞

項目 内容

運用リスク 掛金とその積立金の運用リスクは、加入者自身が負います。運用が上手くいかない場合、受
取金額が掛金の総額を下回ることもあります。

加入の制限 自営業者など第１号被保険者、企業年金のない会社員（第２号被保険者）が加入できます。企
業年金のある会社員、公務員、第３号被保険者は加入できません。
（改正法が成立すれば、平成２９年よりすべての人が加入できるようになります）

掛金の制限 自営業者などは月額６．８万円（年間８１．６万円）、企業年金のない会社員は月額２．３万円
（年間２７．６万円）が掛金の上限です。

引き出しの制限 ６０歳までは積立金（個人別管理資産といいます）を引き出すことができません。ただし、積立
金が少額である場合や掛金拠出期間が短い場合は、引き出しができることがあります。

老齢給付金の受給要件 原則６０歳から受給できますが、６０歳時点で通算加入期間が１０年未満の場合、次の年齢で
の受け取りとなります。８年以上加入⇒６１歳から、６年以上加入⇒６２歳から、４年以上加入
⇒６３歳から、２年以上加入⇒６４歳から、２年未満⇒６５歳から。

障害給付金、死亡一時金
の受給

障害給付金は、傷病の初診日から１年６か月を経過したときに、障害基礎年金の１級または２
級に相当する高度障害者である場合、請求により受け取ることができます。死亡一時金は、加
入者が死亡したときに遺族が一時金として受け取ることができます。

手数料 加入時、加入期間中、受給時に一定の手数料がかかります。手数料はプランごとに異なりま
すので、各金融機関が提供するプランを比較してみてください。



＜ＤＣ法改正で利便性が大きく向上＞

改正内容 施行期日

□個人型ＤＣへの小規模事業主掛金納付制度
・従業員１００人以下の中小企業に限定
・個人型ＤＣ加入の社員のために、事業主が掛金を上乗せ拠出することが可能になる

公布から２年以内

□個人型ＤＣについて加入者範囲を拡大
・企業年金のある会社員、公務員等、第３号被保険者も加入可能
・企業型ＤＣ加入者については、規約に定めた場合に限る

平成２９年１月１日

□企業型ＤＣ 中小企業向けの簡易型ＤＣを創設
・従業員１００人以下の中小企業に限定
・設立手続きを大幅に簡素化した制度を創設し、導入を促す

公布から２年以内

□企業型ＤＣ 掛金拠出の制限を月単位から年単位へ変更
・掛金拠出の規制を月額５．５万円から年額６６万円に変更
・使い残し枠について、賞与での一括拠出が可能になる

平成２９年１月１日

□年金資産のポータビリティを拡充
・個人型ＤＣ ⇒ 確定給付企業年金への資産移換が可能
・企業型ＤＣ ⇒ 確定給付企業年金、中退共への資産移換が可能

公布から２年以内



年金・退職金 会社員が知っておきたいこと

①公的年金の支給額は減少

・平成２７年マクロ経済スライドが発動され、今後年金支給額は減少する可能性があります。

・公的年金の補完として、企業年金の普及拡大が望まれます。

②企業年金のある会社員は全体の３５％

・企業年金は公的年金の大きな補完となります。

・しかし、企業年金のある会社員は３５％（１２５０万人）に過ぎません。

・企業年金のない会社員（約２２５０万人）は、自助努力の年金作りが必要です。

③自助努力年金の主役は、確定拠出年金

・企業年金のない会社員は、個人型確定拠出年金を活用するのが合理的です。

・個人型確定拠出年金は、掛金拠出・運用・受給の各段階で強い税制優遇があります。

・改正ＤＣ法が成立することにより、個人型確定拠出年金の利便性はさらに高まります。

（平２８年通常国会で成立予定）



（データ出所）

以下の文献のデータから当研究所が作成

・厚生労働省 平成２５年就労条件総合調査

確定拠出年金の施行状況

平成２６年国民生活基礎調査

年金のポイント 平成２５年、平成２６年、平成２７年

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

・企業年金連合会 企業年金の現況

・生命保険協会 企業年金（確定給付型）の受託状況

・総務省 家計調査報告 高齢夫婦無職世帯の家計収支（２０１５年）

（免責事項）

本資料は、当研究所が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、これらの情報が完全、正
確であるとの保証はいたしかねます。本資料は、お客様に対して税金・法律・投資上のアドバイスを提供する目的で作成され
たものではありません。本資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使
用されるものであり、本資料にある情報の使用による結果について当研究所が責任を負うものではありません。本資料は当研
究所の著作物です。本資料のいかなる部分についても電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複
製または転送等を行わないようにお願いいたします。



株式会社コンシリウス

website    www.kinyuchishiki.jp

Email   pikapikaskyland@gmail.com


